
小諸市建設工事フレックス工期契約制度に係る Q&A 

 

Q１ フレックス工期契約制度とは何ですか？ 

A１ 本市が発注する建設工事において、施工に要する期間（実工事期間）に加え、技術者等の配置を

必要とせず、施工に必要な資機材や労働者の確保に充てることが可能な期間（フレックス適用期

間）を設定することができる制度です。 

 

Q２ 制度の導入目的は何ですか？ 

A２ 受注者の皆様にとって、効率的で円滑な施工体制の整備を図ることを導入目的としています。制

度の導入により、具体的には次のような効果が発揮されることを期待しています。 

  ・柔軟な工期設定が可能となることで、受注者の状況に合わせた効率的な施工体制を構築できる。 

  ・契約時に別工事を施工中の業者や、在籍技術者数の少ない業者の受注機会が拡大される。 

  ・積算による通常工期よりも余裕のある工期を設定することができ、工事従事者の休日の確保や長

時間労働の抑制など、工事現場における労働環境の充実が図られる。 

 

Q３ どのような工事が対象となりますか？ 

A３ 制度の対象となる工事は次のいずれかの条件に該当する工事の中から工事担当課が選択します。 

  ・供用開始や関連工事等に影響を及ぼさない工事であること。 

  ・諸条件を考慮して繰越が生じない工事であること。 

  ・施工上必要な用地が確保されている工事であること。 

 また、制度の対象となっている案件については、その旨及び工事開始期限等を入札公告又は指名

通知書に記載します。 

 

Q４ フレックス適用期間はどのように設定しますか？ 

A４ 通常工期の 30％以下、かつ 60 日を超えない範囲で設定することができます。 

 

Q５ フレックス適用期間を設定しないことは可能ですか？ 

A５ 制度の対象工事であっても、施工に際し特段の準備期間を必要としない場合には、フレックス適

用期間を設定しないことも可能です。 

 

 

 



Q６ 実工事期間はいつまでに設定するのですか？ 

A６ 契約締結時に実工事期間報告書（実施要領 様式第１号）により設定した実工事期間を報告してく

ださい。 

 

Q７ 実工事期間の設定にあたり注意事項はありますか？ 

A７ 契約日から工事開始期限までの任意の日を工事開始日に、工事完了期限までの任意の日を工事完

了日にそれぞれ設定し、実工事期間としてください。なお、制度の性質上、実工事期間は通常工期

以上の期間としなければなりません。 

 

Q８ 契約書にはどの期間を工期として記載しますか？ 

A８ 契約書及び工程表に記載する工期は、実工事期間とします。なお、契約保証が必要な工事の場合

は、全体工期を保証期間とします。 

 

Q９ 実工事期間の変更は可能ですか？ 

A９ 実工事期間の設定後、諸般の事情により実工事期間の変更が必要となった場合は、実工事期間変

更申請書（実施要領 様式第２号）により発注者へ工期変更の協議を申し出ることができます。通

常の工事と同様に、協議により工事担当課が必要と認めた場合には、実工事期間を変更することが

可能です。 

 

Q10 現場代理人と主任（監理）技術者の配置が必要な期間はどの期間ですか？ 

A10 フレックス適用期間中は技術者等の配置は不要です。実工事期間中に限り、技術者等の配置が必

要になります。 

 

Q11 制度の適用により増加した費用の扱いはどのようになりますか？ 

A11 フレックス工期契約制度を適用する工事の積算は、通常工期（発注者が積算により算出した工

期）に基づいて行い、フレックス適用期間の設定に伴う積算上の割増は行いません。フレックス適

用期間の設定により増加する経費については、受注者が負担するものとします。 

 

Q12 制度が適用された工事の前払金はいつから請求できますか？ 

A12 前払金は契約日からご請求いただけます。取扱いの詳細については、小諸市建設工事標準請負契

約約款第 35 条の規定によるものとします。 



 

 

Q13 フレックス適用期間中にできることは何ですか？ 

A13 測量や資機材の搬入、仮設物の設置など、工事の着手に相当する行為は行えません。ただし、現

場に搬入しない資機材の準備や労働者の手配等は可能です。 

 なお、現場の下見、ガス・水道事業者等の関係機関や地元住民との協議などの工事の着手に当た

らない場合を除き、フレックス適用期間中は原則として現場へ立ち入ることはできません。 

 

Q14 コリンズの契約工期、実工期、技術者登録について通常工事との違いはありますか？ 

A14 余裕期間制度対象工事のコリンズ登録は、次の通りで行ってください。なお、市の休日を除き契

約日から 10 日以内に情報登録を行ってください。 

・契約工期は全体工期で入力してください。 

・実工期は受注者が設定した始期、終期を入力。 

・技術者情報入力の従事期間は実工期の始期、終期を入力。 


